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プライバシー保護を後退させるマイナンバー法等の一部改正法案に 

反対する会長声明 

 

 岸田内閣は、第２１１回国会（常会）にマイナンバー法等の一部改正法案を提

出した。同法案は、本年４月２７日に衆議院本会議で賛成多数により可決され、

現在参議院で審議が行われている。 

 しかし、同法案は、以下に述べるとおり、マイナンバー（個人番号）ないしマ

イナンバーカード（個人番号カード）の利用促進を重視するあまり、プライバシ

ー保護への配慮が不十分であり、人権保障とのバランスを失しており適切では

ない。 

 第一に、マイナンバーの利用範囲の拡大及び利用事務 ・情報連携事務の増大に

よりプライバシー侵害の危険性を高めている点である。すなわち、そもそもマイ

ナンバーは、悉皆性（住民票を有する全員に付番）及び唯一無二性（一人一番号

を重複しないように付番）という性質を有し、原則として生涯不変の個人識別番

号である。そのため、マイナンバーの使い方によっては広範な個人情報がマイナ

ンバーに紐付けられることでデータマッチングされ、マッチングされた様々な

個人情報によりプロファイリング （個人の職務能力、経済状況、健康、趣味嗜好、

信頼度、行動、位置・移動に関する特性の分析・予測）されてしまうことによる

プライバシー侵害のおそれがある。そこで、マイナンバー法は利用範囲や情報連

携の範囲を法律で限定し （３条２項、９条、１９条）、これらの制限違反につい

て通常の個人情報の場合よりも重い罰則を科す（第９章）など、厳格な規制を定

めている。 

ところが、同法案は、①社会保障制度、税制及び災害対策の分野に限定してい

たマイナンバー（個人番号）の利用範囲 （法３条２項）をそれ以外の行政分野 （建

築士や行政書士等の国家資格、自動車登録、在留資格に係る許可等に関する事務

等）に拡大し、②法律別表記載の事務（法定事務）に限定していたマイナンバー

の利用 （法９条）を法定事務に 「準ずる事務」についても可能とし、また、法律

の別表記載事務に限定していた情報連携を行う事務（法１９条）についても、マ

イナンバーの利用が認められている事務であれば主務省令に記載することで情
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報連携を可能としている。これはプライバシー保護のための規制を緩めるもの

で、プライバシー侵害のおそれを増幅させるものである。最高裁第一小法廷２０

２３年３月９日判決は、利用範囲を上記３分野に限定している現行のマイナン

バー制度を憲法違反ではない旨判示しているが、具体的な法制度や実際に使用

されるシステムの内容次第では、不当なデータマッチングによる権利侵害の具

体的な危険が生じ得ることを指摘している。そうすると、マイナンバーの利用範

囲を拡大する同法案や同法案に基づく運用によりプライバシー侵害の具体的危

険が生じ得ることを否定できない。にもかかわらず、事前のプライバシー影響評

価（ＰＩＡ）手続すら行われないまま同法案が提出・審議されている。 

第二に、自己情報の取扱いについての本人同意を軽視している点である。すな

わち、プライバシー保護の基本は本人が自己の情報の取扱について決定権 （同意

権）を有することである。そのため、公金受取口座とマイナンバーの紐付け登録

を行う場合には、口座名義人の積極的な同意の意思表示を求めるべきであり、名

義人が積極的な同意をせず、又は知らないうちに紐付けがなされるという方法

をとるべきではない。 

しかし、同法案では、公金受取口座登録を推進するために、 「行政機関が公的

給付の支給に利用する口座情報を既に保有している場合に、当該口座名義人に

対して、当該口座情報を内閣総理大臣に提供して、マイナンバーと紐付けている

公金受取口座登録簿に登録すること」についての同意・不同意の回答を求める書

面を送付し、期限内に回答がない場合には同意をしたものとして公金受取口座

登録簿に登録することを内容としている。このような方法は、本人の同意を軽視

するものであって、プライバシー保護の要請と整合しない。 

第三に、同法案が前提としている健康保険証を廃止してマイナンバーカード

と健康保険証を一体化する方針が、同カードの申請主義（任意取得の原則）を没

却する点である。すなわち、マイナンバーカードの裏面にはマイナンバーが記載

されているため、同カードの提示や紛失拾得等を契機とした他者による不正利

用の危険が存する。マイナンバー法は、このようなマイナンバーカード取得に伴

う危険性を考慮し、同カードの取得は、本人がその利便性と危険性を利益衡量し

て決めるという申請主義（任意取得の原則、法１６条の２、１７条）を採用して
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いる。したがって、マイナンバーカード取得についての本人の自由な選択を阻害

するような強制的な措置や利益誘導は申請主義を没却するものであって、適切

ではない。 

しかし、同法案では、２０２４年秋に健康保険証を廃止するという政府方針の

下、マイナンバーカードと健康保険証を一体化（マイナ保険証）した上で、同カ

ードを保有していない者が保険診療を受けるためには「資格確認書」の交付申請

を行う必要があるとされている。資格確認書は、毎年交付申請をしなければなら

ず、申請を忘れると無保険扱いとなってしまうおそれがある点で、申請せずとも

交付される現在の健康保険証よりも住民に不利益をもたらす。これは、マイナン

バーカードの取得を強力に誘導するものであり、事実上の強制の要素を含んで

いると言わざるを得ず、申請主義（任意取得の原則）を没却するものである。 

まして、マイナンバーカードをめぐっては、今年になってから、別人の顔写真

を載せた同カードを交付した事例（島根県安来市）や、同カードを利用してコン

ビニエンスストアの証明書自動交付サービスにより証明書の交付を受ける際に

別人の住民票等が交付された事例（東京都足立区、横浜市、川崎市、徳島市）、

マイナ保険証に別人の情報が紐付けられていた事例（２０２１年１０月から２

０２２年１１月までの間に７３１２件）が発覚しており、プライバシー侵害が現

実の脅威として現れている。このような状況下で、マイナンバーカードの取得を

事実上強制する方策を推進することはプライバシー保護に逆行する。 

 よって、当会は、プライバシー保護を後退させ、マイナンバーカードの取得を

事実上強制する要素を含む同法案に反対する。 

２０２３年（令和５年）５月１８日      

仙 台 弁 護 士 会 

会 長  野  呂     圭 

 


